
大規模テロ等のおそれがある場合の政府の対処について 
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政府は、平成１３年９月１１日に米国において発生した同時多発テロに見るよ

うな極めて大規模な被害をもたらすテロ、小銃、機関銃、砲、化学兵器、生物兵

器等の殺傷力の強い武器を所持した武装工作員等による破壊活動、その他これら

に類する事案（以下「大規模テロ等」という。）が我が国において発生するおそれ

があり、一般の警察力では対応できない事態が生じる可能性がある場合、下記に

より、事態を的確に把握するとともに、国民の安全を確保するため、必要に応じ

総合的かつ強力な対処を行うこととする。 

 

記 

 

１．事態の的確な把握 

我が国において大規模テロ等が発生するおそれがある場合、事態を把握した

別紙に掲げる関係省庁（以下「関係省庁」という。）は、内閣情報調査室を通じ

て内閣総理大臣、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理監（以下「内

閣総理大臣等」という。）への報告連絡を迅速に行うとともに、相互に協力して

更なる事態の把握に努める。 

なお、上記報告ルートに加え、関係省庁による内閣総理大臣等への報告がそ

れぞれのルートで行われることを妨げるものではない。 

 

２．対策本部の設置等 

政府は、大規模テロ等が発生するおそれが強く、政府としての対処を総合的

かつ強力に推進する必要がある場合には、内閣総理大臣の判断により、内閣に、

内閣総理大臣を本部長とし、内閣官房長官その他必要により本部員のうち国務

大臣である者の中から本部長が指定する者を副本部長とする対策本部を速やか



に設置する。対策本部の構成員及び運用については、「重大テロ等発生時の政府

の初動措置について」（平成１０年４月１０日閣議決定）による対策本部に準ず

るものとする。 

 

３．事態緊迫時の対処 

事態が緊迫し、治安出動命令の発出が予測される場合には、対策本部の下、

内閣官房、警察庁、海上保安庁及び防衛省を中心に、あらかじめ、治安出動命

令の発出に係る、対処方針の検討、自衛隊と警察等との間の役割分担及び連携

の確認、必要な情報の共有等について、相互に最大限の協力を行い、内閣総理

大臣が治安出動を命じた際には速やかに強力な対処を行うことができる態勢を

整える。 

 

４．迅速な閣議手続 

事態が緊迫し治安出動命令の発出が予測される場合における防衛大臣が発す

る治安出動待機命令及び武器を携行する自衛隊の部隊が行う情報収集命令に対

する内閣総理大臣による承認、一般の警察力をもっては治安を維持することが

できないと認められる事態が生じた場合における内閣総理大臣による治安出動

命令の発出等のために閣議を開催する必要がある場合において、特に緊急な判

断を必要とし、かつ、国務大臣全員が参集しての速やかな臨時閣議の開催が困

難であるときには、内閣総理大臣の主宰により、電話等により各国務大臣の了

解を得て閣議決定を行う。この場合、連絡を取ることができなかった国務大臣

に対しては、事後速やかに連絡を行う。 
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その他本部長が必要と認める省庁 


